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（趣旨） 
第１条 この規程は，国⽴⼤学法⼈岡⼭⼤学管理学則（平成１６年岡⼤学則第１号）第４条

の２の規定に基づき，岡⼭⼤学情報統括センター（以下「センター」という。）の組織及
び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（⽬的） 
第２条 センターは，岡⼭⼤学（以下「本学」という。）における情報戦略の企画・⽴案，

情報基盤の整備・運⽤並びに本学の諸活動に関する情報の収集・整備及び役員等への提供
を通じて，本学の教育研究その他業務の⾼度化及び円滑な遂⾏に資することを⽬的とす
る。 

（⾃⼰評価） 
第３条 センターは，センターの活動及び組織運営の状況について⾃ら点検及び評価（以下

「⾃⼰評価」という。）を⾏い，その結果を公表する。 
２ 前項の⾃⼰評価については，本学の職員以外の者による検証を受けることを原則とす

る。 
 （教育研究等の状況の公表） 
第４条 センターは，センターの活動及び組織運営の状況について，定期的に公表する。 
 （業務） 
第５条 センターにおいては，次の各号に掲げる業務を⾏う。 

⼀ 本学の中⻑期的な情報戦略の企画及び⽴案に関すること。 
⼆ 本学の諸活動に関する情報の収集及び効果的な活⽤基盤の整備に関すること。 
三 情報基盤のセキュリティ及び情報倫理に関すること。 
四 ⼤学情報システムの管理・運⽤及び最適化に関すること。 
五 情報教育の企画・運営及び実施に関すること。 



六 その他情報化の推進に関すること。 
（職員） 
第６条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。 

⼀ センター⻑ 
⼆ 専らセンターを担当する教員（以下「専任教員」という。） 
三 本学の専任教員のうちから学⻑がセンターに兼ねて勤務を命じた者 
四 その他必要な職員 

２ 職員は，センター⻑の命を受け，センターの業務に従事する。 
３ 第１項第６号の職員が兼ねて勤務を命令される期間は，１年とし，再任を妨げない。た

だし，⽋員を⽣じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 
４ センター⻑が必要と認めた場合は，センターに副センター⻑を置くことができる。 
（センター⻑） 
第７条 センター⻑は，学⻑が指名する者をもって充てる。 
２ センター⻑は，センターの業務を掌理する。 
 
（副センター⻑） 
第８条 第６条第４項の規定により，副センター⻑を置く場合は，専任教員のうちからセン

ター⻑が指名する。 
２ 副センター⻑の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，⽋員を⽣じた場合の後任

者の任期は，前任者の残任期間とする。 
３ 副センター⻑は，センター⻑を補佐し，センターに関する事項を処理する。 
４ センター⻑に事故があるときは，副センター⻑が，その職務を代理する。 
（運営委員会） 
第９条 センターに，岡⼭⼤学情報統括センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）

を置く。 
２ 運営委員会に関し必要な事項は，別に定める。 
（雑則） 
第１０条 この規程に定めるもののほか，センターに関し必要な事項は，別に定める。 
 
 

附 則 
１ この規程は，平成２２年４⽉１⽇から施⾏する。 
２ 岡⼭⼤学総合情報基盤センター規程（平成１６年岡⼤規程第８１号）は，廃⽌する。 
３ この規程の施⾏後最初に任命されるセンター⻑及び副センター⻑の任期は，第７条第

２項本⽂及び第８条第２項本⽂の規定にかかわらず，平成２４年３⽉３１⽇までとする。 
附 則 



この規程は，平成２３年４⽉１⽇から施⾏する。 
附 則 

この規程は，平成２６年４⽉１⽇から施⾏する。 
附 則 

この規程は，平成２９年４⽉１⽇から施⾏する。 
附 則 

この規程は，平成２９年６⽉１⽇から施⾏する。 
附 則 

この規程は，平成２９年１１⽉１⽇から施⾏する。 
附 則 

この規程は，平成３１年４⽉１⽇から施⾏する。 
附 則 

この規程は，令和５年４⽉１⽇から施⾏する。 
附 則 

この規程は，令和７年４⽉２５⽇から施⾏し，令和７年４⽉１⽇から適⽤する。 
 


